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（
質
問
の 

一
三
）

答

弁

第

一

三

号 

    

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
国
民
所
得
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
三
号 

昭
和
二
十
九
年
三
月
十
九
日 

衆

議

院

議

長 

堤 
 

康 
次 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



な
お
、
昭
和
二
十
八
暦
年
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
目
下
推
計
中
で
あ
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
昭
和
二
十
七
年
度
の
実
績
推

計
に
も
と
づ
き
、
昭
和
二
十
八
年
度
に
お
け
る
生
産
、
物
価
、
雇
用
な
ど
の
推
移
見
透
を
加
味
し
た
昭
和
二
十
八
年
度
の
計

数
を
つ
け
加
え
る
。 

戦
前
及
び
昭
和
二
十
六
暦
年
、
同
年
度
、
昭
和
二
十
七
暦
年
、
同
年
度
に
つ
い
て
の
国
民
所
得
の
総
額
及
び
構
成
項
目
の

推
計
結
果
は
、
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 

     

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
国
民
所
得
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



国
民
所
得
は
、
あ
る
国
の
居
住
者
の
生
産
活
動
に
よ
つ
て
一
定
期
間
に
新
た
に
附
加
さ
れ
た
純
生
産
物
の
価
値
で
あ
る 

が
、
分
配
国
民
所
得
と
い
う
場
合
に
は
、
右
の
純
生
産
物
の
価
値(

附
加
価
値)

を
そ
の
生
産
活
動
に
参
加
し
た
各
経
済
主
体

に
分
配
さ
れ
る
面
に
お
い
て
把
え
た
も
の
で
あ
る
。 

（
Ａ
）
勤
労
所
得 

  
勤
労
所
得
は
、
賃
金
・
俸
給
所
得
と
そ
の
他
の
被
傭
者
報
酬
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
産
業
別
に
毎
月

勤
労
統
計(

労
働
省)

や
民
間
給
与
実
態
調
査(

国
税
庁)
な
ど
か
ら
一
人
当
り
平
均
給
与
を
求
め
、
こ
れ
に
見
合
う
勤
労
者

数(

国
勢
調
査
及
び
労
働
力
調
査
な
ど
か
ら
推
計)

を
乗
じ
て
計
算
さ
れ
る
。 

上
記
推
計
方
法
及
び
資
料
基
準
の
概
略
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

（
Ｂ
）
個
人
業
主
所
得 

四 

 



（
Ｅ
）
法
人
所
得 

（
Ｄ
）
個
人
利
子
所
得 

（
Ｃ
）
個
人
賃
貸
料
所
得 

こ
れ
は
、
個
人
が
金
融
機
関
か
ら
受
取
る
利
子
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
金
融
機
関
の
損
益
計
算
書
な
ど
か
ら
推

計
さ
れ
る
。 

個
人
業
主
所
得
は
、
個
人
が
主
体
と
な
つ
て
企
業
を
運
営
し
て
え
た
所
得
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
産
業
別
に
、
農
家
経
済

調
査(
農
林
省)
、
個
人
商
工
業
経
済
調
査(

統
計
局)

や
税
務
統
計
な
ど
か
ら
一
業
主
当
り
所
得
を
求
め
、
こ
れ
に
見
合
う

個
人
業
主
数(
国
勢
調
査
、
労
働
力
調
査
、
農
業
セ
ン
サ
ス
な
ど
か
ら
推
計)

を
乗
じ
て
推
計
し
て
い
る
。 

こ
れ
は
、
個
人
の
受
取
る
田
畑
小
作
料
、
宅
地
地
代
、
家
賃
所
得
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
国
税
庁
、
総
理
府
統
計
局
、

勧
業
銀
行
等
の
資
料
に
よ
つ
て
、
単
位
面
積
当
り
賃
貸
料
所
得
に
面
積
を
乗
じ
て
推
計
さ
れ
る
。 

法
人
所
得
は
、
税
務
統
計
及
び
法
人
企
業
統
計
調
査
を
基
礎
に
し
て
、
法
人
企
業
の
純
益
を
求
め
、
こ
れ
を
法
人
の
所 

五 

 



 

六 

得
と
し
て
い
る
。 

（
Ｆ
）
官
公
事
業
剰
余
等 

財
政
の
決
算
書
か
ら
、
官
公
事
業(

国
鉄
、
通
信
等)

の
剰
余
金
の
ほ
か
、
政
府
の
受
取
つ
た
賃
貸
料
及
び
利
子
を
計
上

し
て
い
る
。 

（
Ｇ
）
海
外
よ
り
の
純
所
得 

利
子
配
当
等
の
所
得
の
海
外
か
ら
の
受
取
か
ら
海
外
へ
の
支
払
を
差
引
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
大
蔵
省
調
の

わ
が
国
国
際
収
支
表
に
よ
つ
て
推
計
し
て
い
る
。 

国
民
所
得
に
お
け
る
勤
労
所
得
及
び
勤
労
所
得
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
の
所
得
階
層
別
の
人
員
構
成
の
推
計
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
基
礎
資
料
の
関
係
で
行
つ
て
い
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




